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公益財団法人九電みらい財団 

九 州 電 力 株 式 会 社 

 

公益財団法人九電みらい財団が設立10周年を迎えます 

― 親子向けイベントや公式キャラクター等を活用した情報発信を展開 ― 

 

九州電力が設立した公益財団法人九電みらい財団(以下、みらい財団)は、2026年5月

12日に設立10周年を迎えます。 

 

同財団は、「ずっと先まで、明るくしたい。」という九電グループの思いのもと、豊かな

自然を守り続けること、子どもたちが輝く未来につなげていくことを目的として、次世代

層を対象とした環境教育、くじゅう坊ガツル湿原一帯での環境保全活動、環境教育や市民

交流の拠点となる森づくりを進める「九電みらいの森プロジェクト」、九州各地で環境活

動に取り組む諸団体への助成事業などに取り組んでまいりました。 

 

このたび、10周年を契機として、九州の将来を担う次世代の環境意識向上に向けた取

組みをさらに推進するとともに、みらい財団の活動をより多くの方々に知っていただくた

め、環境教育の拠点を活用した体験型イベントやくじゅう連山の親子向け登山ツアーの開

催など、様々な催し（別紙１参照）を実施します。あわせて、新たに制作した「公式キャ

ラクター（別紙２参照）」等を活用した情報発信も展開してまいります。 

 

九州電力及び九電みらい財団は、今後も、環境活動や次世代育成支援活動に積極的に取

り組んでまいります。 

 

 ［参考：九電みらい財団の歩み］ 

  ・1954年８月  財団法人九配記念育英会 設立 
  ・2013年８月  公益法人制度改革に伴い、「公益財団法人九配記念育英会」に移行 
  ・2016年５月  一般財団法人九電みらい財団 設立 
  ・2021年４月  九電みらい財団と九配記念育英会が合併し、「公益財団法人九電み

らい財団」へ 
  ・2026年５月  九電みらい財団 設立10周年 

 

 

 

 



 

 

 

主な記念施策 取組み概要 時 期 

九電の森での

親子向け環境

イベント  

くじゅう九電の森 

各フィールドの特性を活かした体験型の

親子向け環境イベントを実施 

４月25日 

いさはや 

九電みらいの森 
10月 

きりしま 

九電みらいの森 
11月 

ひさやま 

九電みらいの森 

2027年 

３月 

坊ガツル湿原 

親子向け登山・宿泊ツアー 

「坊ガツル湿原」への親子向け登山及び

宿泊ツアー。開花最盛期の「ミヤマキリ

シマ」鑑賞や星空観賞も実施 

６月６日 

～７日 

ひさやま九電みらいの森 

記念植樹 

久山町、九州電力㈱福岡支店及びみらい

財団が、環境教育や地域交流の拠点とし

て整備を進める「ひさやま九電みらいの

森」で地域の皆さまと記念植樹を実施 

下期 

「第９回夏山フェスタin福岡

2026」への出展、講演会開催 

登山愛好家をはじめ多くの方々が訪れる

イベントに出展し、くじゅうエリアにお

けるみらい財団の活動内容などを広く紹

介。著名人を招いた講演会も開催 

６月27日 

～28日 

助成対象団体からの 

メッセージ発信 

次世代育成支援事業(助成事業)につい

て、今後、より多くの団体に興味・関心

を高めていただけるよう、過去の助成対

象団体から「助成後の活動内容の発展や

成果等」を寄稿いただき、広く紹介 

下期 

親しみや共感を高めていただく 

動画の制作・発信 

これまでの10年間で、地域の皆さまとと

もに取り組んだ活動の軌跡に加え、みら

い財団の“目指す姿”に向けた今後の活

動を紹介する動画を制作し、ＳＮＳなど

を通じて多くの方々に発信 

通年 

10周年記念 

Instagramフォトコンテスト 

九州の自然をテーマに、環境保全意識の

向上に繫がるフォトコンテストを開催。 

受賞者には賞品を進呈 

下期 

※詳細については、決定次第、九電みらい財団のホームページおよびＳＮＳ等でお知らせ

します。 

 

別紙１ 



 

 

九電みらい財団 公式キャラクターのご紹介 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【名    称】 たねっぴー 

【誕  生  日】 ５月12日（みらい財団の設立記念日） 

【生  息  地】 九電の森（くじゅう、いさはや、きりしま、ひさやま） 

【プロフィール】 コンセプトは“みらいの芽を育てる希望の種” 

         森の清らかな水と子どもたちの声にパワーをもらい、 

いつでも元気いっぱいなキャラクターです。 

 

 

 
 

 

 

 

別紙２ 


